
平成 30年度 高山村一般会計決算資料 

 

 

引上げ分の地方消費税の使途について 

 

 

引上げ分の地方消費税収（予算科目：地方消費税交付金）については、消費税法第１条第

２項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充当することとされていることから、

本村では次のとおりとしています。 

 

 

〔歳入〕 

 引上げ分の地方消費税交付金 57,791千円 

 

〔歳出〕 

（単位：千円） 

（款） （項） （目） 決算額 

財源内訳 

特定財源 

一般財源 

引上げ分の地方

消費税交付金 
その他 

民生費 社会福祉費 母子福祉費 125,182 90,410 21,282 13,490 

民生費 社会福祉費 高齢者福祉費 22,093 3,489 3,756 14,848 

民生費 社会福祉費 障害者福祉費 192,659 122,419 32,753 37,487 

 

 

 


